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△ 相続税の調査対象

Q ●
● 昨年父が亡くなり、先日

告書を提出しました。

、 相続税の申

ところで、申告書を提出したものすべてに

ついて調査が行われるのでしょうか。

A ●
◆ 申告されたものが全部調査されるわけ

ではありません。不審があれば調査の対象と

なります。

【解説】

相続税の税務調査は、一般的に相続税の申

告期限後、半年から2年後ぐらいに行われま

す。年間4万9千件ぐらいの相続税の申告に

対し、調査件数が1万4千件ぐらいです。 つ

まり、申告されたものが全部調査されるわけ

ではありません。不審があれば調査をするの

であって、特に不審がなければ実地の調査は

行われません。事前調査の中から調査対象と

なる人は次のような人です。

(1)毎年の所得に比べて申告財産が少ない人

・・高額納税者はマークされています。

(2)死亡前の土地、株式等の売却代金が申告

財産に含まれていない人･･毎年の確定申告

書を継続管理し、不動産所得や配当所得、

利子所得などから資産の移動や蓄積状況を

把握しています。

(3)銀行などの照会回答から相続直前に多額

の預金引出しがあり、それが申告財産に含

まれていない人

(4)多額の借入金があるにもかかわらずそれ

に見合う申告財産がない人

(5)遺産額が高額な人・･財産が3億円超の場

合には必ず調査があるようです 。
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